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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一のテープ基材５と、第二のテープ基材４，４’と、粘着層３，３’と、離型層２，２
’とがこの順に積層されたコーナーテープ１であって、
前記第二のテープ基材４，４’は、第一のテープ基材５の仮想中心線６に対して略対称位
置に配置され、
前記第二のテープ基材４の引っ張り弾性率をＥ（Ｎ・ｍ－２）とし、単位幅当りの断面二
次モーメントをI０（ｍ４）とし、粘着層３の粘着力をＦ（Ｎ／ｍ）とした場合、下記の
関係を満たすようなコーナーテープ：
Ｅ×Ｉ０＞Ｆ×３．９×１０－７。
【請求項２】
粘着力がステンレス板１８０°ピール剥離力で測定され、テープ幅２５ｍｍ当りの当該ピ
ール剥離力の値が１６Ｎ／２５ｍｍ以下である、請求項１に記載のコーナーテープ。
【請求項３】
粘着力がステンレス板１８０°ピール剥離力で測定され、テープ幅２５ｍｍ当りの当該ピ
ール剥離力の値が３．３Ｎ／２５ｍｍ以下である、請求項２に記載のコーナーテープ。
【請求項４】
粘着力が石膏切断面１８０°ピール剥離力で測定され、テープ幅２５ｍｍ当りの当該ピー
ル剥離力の値が０．２８Ｎ／２５ｍｍ以下である、請求項１～３のいずれか１項に記載の
コーナーテープ。
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【請求項５】
粘着力が石膏切断面１８０°ピール剥離力で測定され、テープ幅２５ｍｍ当りの当該ピー
ル剥離力の値が０．１２Ｎ／２５ｍｍ以下である、請求項４に記載のコーナーテープ。
【請求項６】
第二のテープ基材４の曲げ剛性が２×１０－４（Ｎ・ｍ2）以上である、請求項１～５の
いずれか１項に記載のコーナーテープ。
【請求項７】
第二のテープ基材４の厚さが３０μｍ～５００μｍである、請求項６に記載のコーナーテ
ープ。
【請求項８】
第二のテープ基材４の幅が５ｍｍ～１００ｍｍである、請求項６に記載のコーナーテープ
。
【請求項９】
第一のテープ基材５が縦糸及び横糸を有し、かつ縦糸または横糸の少なくとも一方の糸密
度が３５本／２５ｍｍ以下である、請求項６～７のいずれか１項に記載のコーナーテープ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コーナーテープに関し、詳しくは内装下地の入隅もしくは出隅に貼り付けて
使用されるコーナーテープに関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の内装の壁面は、石膏ボード等の壁材の表面をパテ等で平坦な表面に仕上げてから
壁紙、布地、合成樹脂クロス等を貼着して仕上げているが、２つの壁面がほぼ直角に隣接
する隈部（出隅、入隅）等のコーナー部は、角が尖っているためパテによる仕上げが困難
であった。
【０００３】
　コーナー部のパテ仕上げを可能にするために、粘着層と複数の孔を有するコーナーテー
プが提案されている（特許文献１～４）。
【０００４】
　内装壁面の出隅部の石膏ボードにて形成する場合、２枚の石膏ボードを直角に配してな
るが、このとき、石膏ボードの切断部断面が出隅部に露出する場合がある。
【０００５】
　上記石膏ボードの一般的な切断の方法としては、石膏ボードの表裏の紙をカッターナイ
フ等の鋭利な刃物で切断し、該切断部に衝撃を加えて石膏部分を割ることにより分断する
方法をとっている。
【０００６】
　この場合、上記切断部の石膏部分は衝撃によって割られているため、その石膏面は割れ
るにまかせた粗面である。
【０００７】
　このような石膏粗面が上述の出隅部に露出して配置された場合、コーナーテープが石膏
粗面の凹凸に密着しすぎ、その結果、石膏粗面の凹凸が、当該石膏粗面上に貼着したコー
ナーテープ上にも表れてしまう。
【０００８】
　このような石膏粗面の凹凸がコーナーテープ上にも表れないようにするために、特許文
献１では塩化ビニル成形体を、特許文献２ではアルミニウムの板を用いている。
【０００９】
　しかし、これらのテープの場合、上記の様に厚手の合成樹脂成形体や金属を用いている
ので、コーナーテープの自重が重くなり、粘着材を用いて出隅部の石膏ボードに貼附して
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いる場合、粘着力が弱いと経時で粘着材が剥がれ、コーナーテープの剥がれや脱落する不
具合が生じる。
【００１０】
　また、コーナーテープは石膏ボードとの段差を修正するためにパテ仕上げを行うが、厚
みがあついとパテ処理に手間がかかるという不具合もある。
【００１１】
　さらに、出隅部へのコーナーテープ施工時において、貼り位置がずれたときに直後に剥
がして貼り直しをするが、粘着力が強いと石膏ボードの紙をむしってしまい、粘着性がな
くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００６－８３６５５号
【特許文献２】特開平４－２５４６５３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、出隅部の石膏粗面に配された場合でも、初期には粗面に追随するが、
短時間で平滑性を復元するコーナーテープを提供することである。
【００１４】
　また、従来の半分以下の厚みで、石膏ボードへの接着作業の手直しを容易にし、パテ仕
上げの手間も短縮できるコーナーテープを提供することも課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記のような状況の下、本発明者らは鋭意検討した結果、１つのテープ基材に、別の２
つのテープ基材を積層し、さらに２つの粘着層、及び２つの離型層をこの順に積層したコ
ーナーテープにおいて、テープ基材の反発力（テープ基材の剛性）と粘着層の粘着力とが
一定の関係を満たす場合、上記従来の課題を解決できることを見出した。本発明は、かか
る新規の知見に基づくものである。
【００１６】
　従って、本発明は以下の項を提供する：
　項１．第一のテープ基材５と、第二のテープ基材４，４’と、粘着層３，３’と、離型
層２，２’とがこの順に積層されたコーナーテープ１であって、
前記第二のテープ基材４，４’は、第一のテープ基材５の仮想中心線６に対して略対称位
置に配置され、
前記第二のテープ基材４の引っ張り弾性率をＥ（Ｎ・ｍ－２）とし、単位幅当りの断面二
次モーメントをI０（ｍ４）とし、粘着層３の粘着力をＦ（Ｎ／ｍ）とした場合、下記の
関係を満たすようなコーナーテープ：
Ｅ×Ｉ０＞Ｆ×３．９×１０－７。
【００１７】
　項２．粘着力がステンレス板１８０°ピール剥離力で測定され、テープ幅２５ｍｍ当り
の当該ピール剥離力の値が１６Ｎ／２５ｍｍ以下である、項１に記載のコーナーテープ。
【００１８】
　項３．粘着力がステンレス板１８０°ピール剥離力で測定され、テープ幅２５ｍｍ当り
の当該ピール剥離力の値が３．３Ｎ／２５ｍｍ以下である、項２に記載のコーナーテープ
。
【００１９】
　項４．粘着力が石膏切断面１８０°ピール剥離力で測定され、テープ幅２５ｍｍ当りの
当該ピール剥離力の値が０．２８Ｎ／２５ｍｍ以下である、項１～３のいずれか１項に記
載のコーナーテープ。
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【００２０】
　項５．粘着力が石膏切断面１８０°ピール剥離力で測定され、テープ幅２５ｍｍ当りの
当該ピール剥離力の値が０．１２Ｎ／２５ｍｍ以下である、項４に記載のコーナーテープ
。
【００２１】
　項６．第二のテープ基材４の曲げ剛性が２×１０－４（Ｎ・ｍ2）以上である、項１～
５のいずれか１項に記載のコーナーテープ。
【００２２】
　項７．第二のテープ基材４の厚さが３０μｍ～５００μｍである、項６に記載のコーナ
ーテープ。
【００２３】
　項８．第二のテープ基材４の幅が５ｍｍ～１００ｍｍである、項６に記載のコーナーテ
ープ。
【００２４】
　項９．第一のテープ基材５が縦糸及び横糸を有し、かつ縦糸または横糸の少なくとも一
方の糸密度が３５本／２５ｍｍ以下である、項６～７のいずれか１項に記載のコーナーテ
ープ。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明のコーナーテープは、石膏粗面等の凹凸を有する面に貼り付けた場合、その直後
には、凹凸に沿ってテープが貼り付けられるが、その後短時間で主に凹部に張り付いたテ
ープが剥がれて平滑性を復元する。従って、コーナーテープの表面に更に壁紙を積層した
場合、壁紙の平滑性を確保できる。特に外観上問題となりやすい出隅部に用いる際に有効
である。また、厚みが従来のコーナーテープの半分以下であるため、パテ処理が容易であ
る。さらに、本発明のコーナーテープは、石膏ボードに貼り、直後に剥がした場合も、石
膏ボードの紙をむしることが少ないため、石膏ボードの損傷が小さく、かつコーナーテー
プの粘着力の低下も少なくて済む。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明のコーナーテープの構成を示す概略図である。
【図２】本発明のコーナーテープの平面図を示す。
【図３】本発明のコーナーテープの正面図を示す。
【図４】本発明のコーナーテープの他の実施形態の正面図を示す。
【図５】石膏粗面の概略図を示す。
【図６】石膏粗面に粘着テープを貼り付けた直後の概略図を示す。
【図７】凹部分等に貼り付いた粘着テープが剥がれた後の石膏粗面を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明は、第一のテープ基材５と、第二のテープ基材４，４’と、粘着層３，３’と、
離型層２，２’とがこの順に積層されたコーナーテープ１であって、
前記第二のテープ基材４，４’は、第一のテープ基材５の仮想中心線６に対して略対称位
置に配置され、
第二のテープ基材材４の引っ張り弾性率をＥ（Ｎ・ｍ－２）とし、単位幅当りの断面二次
モーメントをI０（ｍ４）とし、粘着層３の粘着力をＦ（Ｎ／ｍ）とした場合、下記式（
１）の関係を満たすようなコーナーテープ：
Ｅ×Ｉ０＞Ｆ×３．９×１０－７　　　（１）
を提供する。
【００２８】
　本発明のコーナーテープ１は、図１、３に示されるように、第一のテープ基材５と、第
二のテープ基材４，４’と、粘着層３，３’と、離型層２，２’とがこの順に積層された
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ものである。第一のテープ基材５と、第二のテープ基材４，４’は融着、熱圧着などによ
り一体化してもよく、図４に示すように、第一のテープ基材５と、第二のテープ基材４，
４’の間に、各々粘着層７，７’を形成してもよい。
【００２９】
　第二のテープ基材４，４’
　本発明のコーナーテープにおいては、第二のテープ基材４，４’は、第一のテープ基材
５の仮想中心線６に対して略対称位置に配置され、仮想中心線６に沿って折り目をつけた
ときに第二のテープ基材４，４’がコーナーテープの両側の強度を保持するように構成さ
れている。
【００３０】
　尚、仮想中心線６とは、コーナーテープの長手方向に沿う線であってコーナーテープの
両端の幅方向中心を結ぶ線を意味する。仮想中心線６は、第二のテープ基材４，４’とで
挟まれた領域Ａに含まれる。
【００３１】
　本発明に係るコーナーテープは、テープ基材４，４’の剛性と石膏粗面に対する粘着剤
の粘着力とを調整することで、石膏粗面へ貼附されても、短時間で平滑性を復元するとい
う効果を奏する。
【００３２】
　ここでの石膏粗面とは、上記方法により石膏ボードを割って得られた面をいい、内装工
事現場では、そのまま、あるいはヤスリ等を用いて軽くならした面を含む。（図５）この
粗面に粘着テープが貼附され、密着した模式図を図６に示す。
【００３３】
　粘着テープが粗面にならっているため、この状態で内装の壁紙等を貼り付けると平滑な
面が得られず、壁紙に皺やデザインの歪みが生じてしまう。
【００３４】
　この課題を解決するにために初期には粗面に追随するが、短時間で平滑性を復元するこ
とが必要になる（図７）。
ここでいう短時間とは、隅部へコーナーテープを貼附した直後から内装の壁紙を貼り付け
るまでの時間をいう。通常、内装の壁紙を貼り付ける工程はコーナーテープの貼附から長
くとも翌日には開始されることから、コーナーテープの貼り付け後２４時間以内に平滑性
を復元することが重要である。
【００３５】
　課題の解決のために、図７のようにテープ基材のもつ反発力が、石膏粗面に対する粘着
力を上回ることが平滑性を復元するために重要である。
【００３６】
　従って、本発明に用いる第二のテープ基材４，４’は、一定の剛性を有しており、コー
ナーテープを真っ直ぐに立てて下部を手で支えたときに、先端部分の曲がりが少なく、隅
部への貼着が行いやすいものである。当該剛性は、反発力をもたらす。従って、特に、２
つの第二のテープ基材４，４’のうち、石膏断面と接するほうを第二のテープ基材４とす
ると、当該第二のテープ基材４の剛性が重要である。
【００３７】
　より具体的には、上記反発力とは、一般的には曲げ剛性として知られており、板状であ
るテープ基材の引っ張り弾性率Ｅ（Ｎ・ｍ－２）と断面二次モーメントＩ（ｍ４）の積で
表す。値が大きいほど曲げにくい、あるいは反発力が大きい：
　曲げ剛性＝Ｅ×Ｉ
　ここで、断面二次モーメントＩは、以下の式で表す：
　Ｉ＝（テープ基材の厚み）３×（テープ基材の幅）／１２（ｍ４）
　単位幅あたりの断面二次モーメントＩ０＝１（ｍ）×（テープ基材の厚み）３／１２（
ｍ４）で表す。テープ基材の反発力は、基材の材料特性及び厚みに影響を受ける。本発明
においては、上記曲げ剛性をテープ基材の幅で除した単位幅当りの曲げ剛性Ｅ×Ｉ０が粘
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着力との関係で前述の式を満たすことが重要である。
【００３８】
　本発明において、引っ張り弾性率は、ＪＩＳ－Ｋ７１６１－１９９４；プラスチック－
引張特性の試験方法により測定することができる。
【００３９】
　第二のテープ基材４の引っ張り弾性率Ｅ及び単位幅当りの断面二次モーメントI０が、
粘着層３の粘着力Ｆに対し、前述式で表されるような関係を有していることが重要である
。
【００４０】
　また、２つの第二のテープ基材４，４’のうちもう一方の第二のテープ基材４’の引っ
張り弾性率Ｅ’（Ｎ・ｍ－２）及び単位幅当りの断面二次モーメントI０’（ｍ４）が粘
着層３’の粘着力Ｆ’（Ｎ／ｍ）との関係で、同様に、下記式（１’）
Ｅ’×Ｉ０’＞Ｆ’×３．９×１０－７　　　（１’）
を満たす場合、２つの第二のテープ基材４，４’のいずれに石膏粗面を貼り付けてもよい
ためより好ましい。
【００４１】
　このような第二のテープ基材４，４’の材質としては、ポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレートなどのポリエステル、ポリメチルメタアクリレー
ト（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリアセテート、ポリ塩化ビニル、
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリビニルブチラール、ポリウレタンなどが挙げられ、
好ましくは比較的引っ張り弾性率の高いＰＥＴなどのポリエステルである。
【００４２】
　第二のテープ基材４の引っ張り弾性率としては、例えば、200×106～3300×106Ｎ・ｍ
－２等が挙げられる。第二のテープ基材４’としても上記と同じ引っ張り弾性率を有する
ものを用いることができる。
【００４３】
　引っ張り弾性率の一般的な値としては、ＰＥＴが３０００×106Ｎ・ｍ－２、ＰＢＴが
２５００×106Ｎ・ｍ－２、ＰＣが２４００×106Ｎ・ｍ－２、ＰＰが１２００×106Ｎ・
ｍ－２、ＰＥが１１００×106Ｎ・ｍ－２、ＰＶＣが３１００×106Ｎ・ｍ－２である。
【００４４】
　第二のテープ基材４，４’の厚みは、例えば、３０μｍ～５００μｍ、好ましくは５０
～３００μｍ、より好ましくは７５～１５０μｍである。
【００４５】
　第二のテープ基材４，４’の厚みを上記範囲とすることにより、施工時に大きく垂れる
ことなくコーナーテープとしての自立性を有するため、施工性がよく、かつ当該コーナー
テープを巻物で製造したときにトンネリングが発生しにくくなり、その結果、発生箇所へ
の埃の付着及び粘着力の低下を招く不具合が抑制されるため好ましい。
【００４６】
　第二のテープ基材４の幅は、特に限定されないが、例えば、５ｍｍ～１００ｍｍ程度が
好ましい。
【００４７】
　第二のテープ基材４，４’とで挟まれた領域Ａの幅は、コーナーテープのサイズにもよ
るが、０．５～３ｍｍ程度が、角の直線性が良いため好ましい。コーナーテープの幅は、
特に制限はないが、２０～１００ｍｍ程度、第二のテープ基材４，４’の幅は各々１０～
３０ｍｍ程度が例示されるがこれらに限定されない。
【００４８】
　本発明コーナーテープにおいて、第一のテープ基材の厚みと第二のテープ基材４，４’
で挟まれた領域Ａの幅との比は、特に限定されないが、例えば、第一のテープ基材厚：領
域Ａ＝１：３～１：３０、好ましくは１：８～１：２０である。前記比がこれらの範囲内
にあると、長いコーナーテープの中央に折り目を付けて直立させたときに、先端の曲がり
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或いは折り目の開きが少なくなり、コーナーエッジがシャープになり作業性及び外観仕上
げが向上する。
【００４９】
　コーナーテープの全厚と前記第二のテープ基材４，４’とで挟まれた領域Ａの幅の比は
、特に限定されないが、例えば、テープの全厚：領域Ａ＝１：２～１：３０であり、好ま
しくは１：６～１：２０である。前記比がこれらの範囲内にあると、コーナーエッジがシ
ャープになり作業性及び外観仕上げが向上する。特に建物等の入隅部にコーナーテープ貼
り付けたときに、コーナーエッジがシャープになり、外観仕上げが向上する。
【００５０】
　粘着層３，３’
　本発明のコーナーテープは、粘着層３，３’により、石膏ボード等の対象物に付着する
。
【００５１】
　本発明においては、石膏粗面に接触する粘着層３の粘着力Ｆ（Ｎ／ｍ）が、第二のテー
プ基材４の引っ張り弾性率Ｅ及び単位幅当りの断面二次モーメントI０との関係で前述の
式（１）を満たすことが重要である。また、さらに粘着層３’の粘着力Ｆ’ （Ｎ／ｍ）
が第二のテープ基材４’の引っ張り弾性率Ｅ’（Ｎ・ｍ－２）及び単位幅当りの断面二次
モーメントI０’（ｍ４）との関係で前述の式（１’）で示される関係を満たすことがよ
り好ましい。
【００５２】
　ここで、本発明においては、被着体との剥離力を表すのに通常用いられるステンレス板
による１８０°剥離力を粘着層３，３’の粘着力Ｆ，Ｆ’とする。
【００５３】
　粘着層３（必要に応じてさらに粘着層３’）の粘着力が、第二のテープ基材４（必要に
応じてさらに第二のテープ基材４’）との関係で、前述の式（１）（式（１’））を満た
すような材料を用いることによって、従来の半分以下の厚みのコーナーテープで平滑性を
確保でき、また、貼り間違えた場合に一度貼り付けた石膏ボード紙面の表面をほとんどむ
しり取ること無くコーナーテープを剥がすことができる。従って、石膏ボードへの接着作
業の手直しを容易にし、パテ仕上げの手間も短縮できる。
【００５４】
　具体的には、内装工事では、コーナーテープの上にそのまま壁紙を貼ると段差が生じ、
美観的に不都合がある。したがって、コーナーテープと石膏ボード面との段差をなくすた
めに、仕上げ用のパテにより段差部にテーパ上に塗ることで平滑な面を得ている。コーナ
ーテープの厚みが薄ければ仕上げに要するパテの量も少なく、施工時間も短縮される。
【００５５】
　ここで、粘着層３，３’のステンレス板による１８０°剥離力としては、例えば、テー
プ幅２５ｍｍ当りの剥離力として、１６Ｎ／２５ｍｍ以下が好ましく、３．３Ｎ／２５ｍ
ｍ以下がより好ましい。また、粘着層３，３’のステンレス板による１８０°剥離力は、
例えば、０．５Ｎ／２５ｍｍ以上、１Ｎ／２５ｍｍ以上が好ましく、２Ｎ／２５ｍｍ以上
がより好ましい。
【００５６】
　ここで、ステンレス板による１８０°剥離力は、圧着に用いるローラーとして１ｋｇの
ものを用い、ＪＩＳ－Ｚ０２３７－２０００　による１８０°引き剥がし法以下の方法で
測定することができる：
　粘着テープを剥がして石膏ボード紙面の紙がむしれてくっついてくるという現象は、紙
が材料破壊を起こしていることに他ならない。すなわち、粘着テープの粘着力を石膏ボー
ドに用いられている紙材の材料強度未満にコントロールすれば紙をむしることなく、粘着
テープが紙表面から剥離する。粘着テープの粘着力が石膏ボードの紙の材料強度より上回
った場合、粘着テープと石膏紙面の剥離試験における剥離力の測定値は、紙の材料強度と
なり、ほぼ一定の値を示す。
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【００５７】
　また、粘着層３，３’の石膏切断面１８０°ピール剥離力が測定できる場合、例えば、
０．２８Ｎ／２５ｍｍ以下が好ましく、０．１２Ｎ／２５ｍｍ以下がより好ましい。また
、粘着層３，３’の石膏切断面による１８０°剥離力は、例えば、０．０８Ｎ／２５ｍｍ
以上が好ましく、０．１Ｎ／２５ｍｍ以上がより好ましい。
【００５８】
　ここで、石膏切断面による１８０°剥離力は、以下の方法で測定することができる：
　通石膏ボードＧＢ－Ｒ　厚み１２．５ｍｍを幅５０×長さ１２５ｍｍに切断し、さらに
幅方向を二等分するように、石膏ボードの表裏の紙面にカッターナイフで紙に切れ込みを
入れ、手で切れ込みに沿って割り、石膏粗面を得る。
得られた石膏粗面に対し、粘着テープを石膏粗面に設置し１ｋｇローラーにて圧着する。
以下引き剥がし試験については、ステンレス板に換えて石膏粗面としたこと以外は上記ス
テンレス板による１８０°剥離力の測定方法に準拠して測定した。
得られた値は幅１２．５ｍｍに対するものであるので、幅２５ｍｍに換算した。
【００５９】
　粘着層３、に使用される粘着剤としては、その粘着力が、第二のテープ基材４と前述す
る関係を満たすようなものであれば特に限定されないが、例えば、アクリル系粘着剤、シ
リコーン系粘着剤、ゴム系粘着剤が挙げられ、アクリル系粘着剤が好ましい。粘着層の厚
みは、特に限定されないが、１０～３００μｍ、好ましくは３０～１００μｍを例示でき
る。
【００６０】
　粘着層３，３’の厚さは、例えば、２０～７０μｍ程度、好ましくは２５～６０μｍ程
度である。
【００６１】
　本発明においては、施工時の張り直しが容易となるという観点から、初期粘着力が石膏
ボードとその表面の紙の接着強度よりも小さいことが好ましい。また、初期粘着力が石膏
ボード表面の紙の層間強度よりも小さいことがさらに好ましい。
【００６２】
　ここで、初期粘着力とは、対象物への貼り付け後　３分後の粘着力を意味し、本発明に
おいては、前述したステンレス板による１８０°剥離力により評価できる。
【００６３】
　上記両面テープの粘着面の表裏をクロス基材側を裏と表現すると、表裏で粘着力が同等
あるいは表面の粘着力が裏面よりも低いことが望ましい。表裏で粘着力が同等あるいは表
面の粘着力が裏面よりも低いと、コーナーテープを石膏ボードに施工する際、ズレを修正
するため張り直した場合、両面テープに伴いクロス基材が剥離することが抑えられ、その
コーナー部材を再利用することができるからである。また、表面の粘着力を抑えることに
より、石膏ボード紙面に施工し、張り直す際に巻きむしれが抑えられ、この点からもコー
ナーテープの再利用が可能となる。
【００６４】
　第一のテープ基材５
　本発明のコーナーテープに用いられる第一のテープ基材５は柔軟性の材料であり、コー
ナーテープ１の剛性は、第二のテープ基材４がその主な役割を担っている。
【００６５】
　本発明のコーナーテープ１において、第一のテープ基材５は柔軟性を有し、隅部の形状
に対する追従性を有する。第一のテープ基材５は、第二のテープ基材４，４’とで挟まれ
た領域Ａに折り目を付けたとき、折り目を保持可能であることが好ましい。このため、コ
ーナーテープ１は、コーナーテープを外径６インチの紙芯に常温で２週間巻き付け、３０
ｃｍの長さに切断し、重りを載せた部分が水平台に着く重さ(反発性)が５０ｇ以下、好ま
しくは４０ｇ以下である。前記重さ(反発性)が５０ｇ以下、特に４０ｇ以下であれば、製
品ロールから引き出し使用する際に一定反りが発生するが反発力が弱いため、コーナーテ
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ープを隅部に貼着後浮きなどが発生し、手直しする作業性が大幅に削減される。
【００６６】
　第一のテープ基材５の厚さは、例えば、７０～１８０μｍ程度、好ましくは７０～１５
０μｍ程度、より好ましくは１００～１３０μｍ程度である。
【００６７】
　本発明において、第一のテープ基材５として、縦糸及び横糸を有し、かつ縦糸または横
糸の少なくとも一方の糸密度が３５本／２５ｍｍ以下のものを用いると、パテののりが良
くなり、かつパテがはがれ難いので施工しやすいため好ましい。
【００６８】
　第一のテープ基材５は、非粘着側の表面に凹凸を有し、これによりパテ保持性を有する
。しかしながら、この非粘着側表面の凹凸は微細であるので、パテを塗らずに壁紙、クロ
スなどを直接貼着した場合であっても、壁紙、クロスに該凹凸は反映しない。第一のテー
プ基材５の非粘着側は、織布又は不織布もしくは紙のような微細な凹凸を有する材料であ
るか、或いはエンボス加工などにより表面に凹凸を付与することができる。本発明におい
て、第一のテープ基材５は、パテが入り込みアンカー作用を有するような貫通孔はない。
第一のテープ基材５の外表面の微細な凹凸もしくは織布ないし不織布における繊維間の微
細な孔は、パテとの密着性を高めることはできるが、パテはアンカー性を有するほど内部
に入り込むことはないため、パテの使用量を低減できる。
【００６９】
　第一のテープ基材５は、変形可能であって入隅、出隅への追従性が良好であり、作業性
がよい。このような追従性を有するための好ましい実施形態として、特に限定されないが
、以下の構成が挙げられる：
・単一の不織布もしくは２種以上の不織布の積層体（即ち、不織布のみからなる）
・単一の織物もしくは２種以上の織物の積層体（即ち、織物のみからなる）
・フィルムと不織布もしくは織物の積層体。フィルム及び不織布もしくは織物は、各々単
一の層であってもよく、２種以上のフィルム/ラミネートを積層してもよい。フィルムと
不織布もしくは織物を積層する場合、平滑なフィルムがフィルム基材側（内層５ａ）であ
り、表面に繊維による凹凸を有する不織布もしくは織物は非粘着部側（外層５ｂ）である
。
・単一のフィルムもしくは２種以上のフィルムの積層体（フィルムラミネート）。単一の
フィルムの場合、フィルムはエンボス加工などにより、表面に凹凸を付与する。フィルム
ラミネートの場合、凹凸を有するフィルムが少なくとも一方の外側になるようにラミネー
トする。
【００７０】
　２以上のフィルム、不織布、織物のラミネートは圧着、熱融着などにより行うことがで
きる。
【００７１】
　第一のテープ基材５の非粘着部側表面の凹凸、即ち平均表面粗さＲaは、１～２０μｍ
程度、好ましくは２～１０μｍ程度である。平均表面粗さＲaは、ＪＩＳ B 0601の記載に
従って測定することができる。
【００７２】
　第一のテープ基材５がフィルムもしくはフィルムラミネートの場合、その材質としてポ
リエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレン共重合体などのポリオレフィン樹脂
、ポリアミド、などが挙げられ、織物としては、ＰＥＴなどのポリエステル、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレン共重合体などのポリオレフィン樹脂、ナイロ
ン６，ナイロン６，６などのポリアミド、塩化ビニル、ビニロン、レーヨン（スフを含む
）、アセテートなどの繊維を織ったものが挙げられる。不織布としては、合成繊維、紙パ
ルプ又はこれらの２種以上の混合素材で構成され、織らずに繊維を接合しているものが挙
げられる。合成繊維としては、ポリアミド、ポリビニルアルコール系繊維、ＰＥＴなどの
ポリエステル、ポリアクリロニトリルなどのアクリル、 ポリエチレン、ポリプロピレン
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保持樹脂の緯糸を使用するのが好ましい。
【００７３】
　第一のテープ基材は、折り目を付けた後、或いは隅部に貼着した後の戻りを抑制するこ
とができる。このようなフィラーとしては、アルミナ、シリカ、酸化チタン、タルク、ク
レー、炭酸カルシウム、マイカ、ケイ酸塩類、炭酸塩類、ガラス繊維などが挙げられる。
【００７４】
　第一のテープ基材５は特に、以下の材料が好ましく例示できる。
(i)形状保持樹脂使用クロス（緯糸）とポリエステル(特にPET)（経糸）を用いた織物(ii)
上記(i)の不織布ラミネート(アンカー力を向上できる)
(iii) ポリエステル(特にPET)クロス
(iv)ポリオレフィン（ポリエチレン）ヤーンクロス
(v)ソフ(ポリエチレン、ポリプロピレン不織布)
(vi) ポリオレフィン（ポリエチレンもしくはポリプロピレン）フィルム(特に形状保持特
性を有するもの)
　離型層２，２’
　離型層２，２’は、特に限定されないが、例えば、上質紙にポリオレフィン系樹脂をラ
ミネートしたもの、クラフト紙にシリコーン系離型剤を積層したもの、などが好適に用い
られる。離型層２の厚さは、特に限定されないが、10μｍ～５００μｍ程度を例示するこ
とができる。
【００７５】
　離型層２，２’以外のコーナーテープの全厚は、例えば、２００～４００μｍ程度、好
ましくは２５０～３５０μｍ程度である。
【００７６】
　ここで、離型層２，２’以外のコーナーテープの全厚は、例えば図3の構成の場合には
、第一のテープ基材５、第二のテープ基材４、粘着層３の合計の厚みであり、図４の構成
の場合には、第一のテープ基材５、粘着層７，第二のテープ基材４、粘着層３の合計の厚
みである。
【００７７】
　以下に、実施例・比較例に記載の具体的な実施形態を用いて本発明について説明するが
、本発明はこれらの特定の実施形態に限定されない。
【実施例】
【００７８】
　実施例１～６及び比較例１～２
　コーナーテープに用いる粘着テープを以下の方法により作製した：
　テープ基材：ポリエステルフィルム　（引っ張り弾性率３０００ＭＰａ）厚み１００μ
ｍ両面コロナ処理品の片面にアクリル系粘着剤を所定の厚みに塗工した。
【００７９】
　粘着テープの糊厚みや配合等を調整し、実施例１から６と比較例１および２の粘着力を
持つ粘着テープを得た。得られた粘着テープを幅２５ｍｍ、長さ１００ｍｍに切断した。
【００８０】
　一方、普通石膏ボードＧＢ－Ｒ　厚み１２．５ｍｍを幅５０×長さ１２５ｍｍに切断し
、さらに幅方向を二等分するように、石膏ボードの表裏の紙面にカッターナイフで紙に切
れ込みを入れ、手で切れ込みに沿って割り、石膏粗面を得た。得られた石膏粗面に対し上
記粘着テープの切断片を貼り付け、粘着テープを石膏粗面に向け手でなぞって圧着した。
【００８１】
　圧着当初に石膏粗面に付いている粘着テープが粗面から離れるまでの時間を観察した。
その結果を表１に示す。
【００８２】



(11) JP 5787724 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

【表１】

【００８３】
　上記表１に記載のように、実施例１～６の粘着テープは、石膏粗面への貼り付け後、２
４時間以内という短時間で、凹部分等が粗面から剥がれ、平坦になった。これらの結果か
ら、かかる実施例１～６の粘着テープを柔軟性の高い第一のテープ基材５に貼り付けて作
製したコーナーテープも同様に高い平滑復元性を示すことが明らかである。
【００８４】
　実施例７及び比較例３～４
　上記テープ基材であるＰＥＴフィルム厚み１００μｍ両面コロナ処理品の両面に、表２
に示すような粘着力（剥離力）を示すアクリル粘着剤を所定厚み塗工した。得られた両面
テープを切断加工し、幅１９ｍｍの両面テープを得た。１９ｍｍの両面テープを片面にポ
リエチレンラミネートを施した幅４０ｍｍ、厚み１００μｍ、長さは任意のクロス基材上
に中央に2mmの隙間を設けて２本平行に貼り付け、コーナーテープを製作した（実施例７
及び比較例３）。さらに、比較例４に市販の塩化ビニル押し出し成形板を基材に持つ両面
テープ付きコーナーテープを用いた（大塚刷毛製造社製「DXクロスコーナーテープ」（幅
５３mm、厚み０．６mm））。
【００８５】
　各テープについて、以下の方法により、紙むしりについて検証した：
　上記実施例７，比較例３，４にしめす表面粘着力をもつコーナーテープを幅５０ｍｍ×
長さ１２５ｍｍに切断した厚み１２．５ｍｍの普通石膏ボードＧＢ－Ｒの試験片上に貼り
付け、１ｋｇのゴムローラーにて圧着し、直後に１８０°の引きはがし試験（速度３００
mm／分）を実施し、上記石膏ボードの紙むしりの有無を観察した。
【００８６】
　実施例７、比較例４では高さ２ｍの出隅部のモデルを準備し、そのコーナー部にコーナ
ーテープを施工し、その後コーナーテープと石膏ボードの段差をなくすよう仕上げ用パテ
を塗った。その際、コーナーテープの長さ１ｍをパテで仕上げるのに要した時間を計測し
た。結果を表２に示す。
【００８７】

【表２】

【００８８】
　表２に示すように、実施例７のコーナーテープでは、紙むしれがなかったのに対し、比
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較例３～４では紙むしれが生じてしまった。また実施例７のコーナーテープの厚みは、比
較例４の厚みの約半分以下であり、１ｍ当りのパテ施工時間を比較例４と比べて著しく短
縮することができた。

【図５】

【図６】

【図７】
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【図２】

【図３】
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